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宅地造成及び特定盛土等規制法
（通称：盛土規制法）について

秋田市 都市整備部 都市計画課

宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）が
令和５年５月２６日に施行され、全国一律の基準により、規
制が開始することになりました。
秋田市は令和６年度に規制区域を指定するための調査
を行い、令和７年度から規制の運用が開始されます。
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１．盛土規制の始まり

危険な盛土等を規制
する新たな法律が定め
られ、盛土等に伴う災
害から人命を守るため
の取組が始まります。
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２．新たな法律の概要



3

３．規制区域のイメージ

左図の規制区域は、
秋田県や秋田市で行う
基礎調査に基づいて指
定されます。
現在、素案の段階で
すが、秋田市の区域図
ができ次第、市のホー
ムページで閲覧できる
ようになります。
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４．主な規制対象
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５．規制対象の具体例
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６．規制対象となる盛土等に対する措置
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７．盛土等の安全基準
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８．許可申請から工事完了までの流れ
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９．許可申請にあたって

秋田市では
「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る技術的基準」と
「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」
を作成し、ホームページ上で公表する予定。

１ 「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る技術的基準」
地盤、擁壁、崖面崩落防止施設、地表面について講ずる措置、
排水工、土砂の堆積に関する技術的基準を定めます。

２ 「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引き」
申請様式や申請手続きの流れ等を記載しています。
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１０．秋田市管内の規制区域案

ピンクの着色：
宅地造成等工事規
制区域

みどりの着色：
特定盛土等規制区
域
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１０．秋田市管内の規制区域案

今後詳細な区域について、秋田市のＨＰにおいて公表

区域の設定方針は以下のとおり
○宅地造成等工事規制区域
・都市計画区域内
・３戸以上の建築物が５０ｍ以内に連たんする区域 等
○特定盛土等規制区域
・宅地造成等工事規制区域
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１１．今後の予定・窓口

令和７年１月まで 規制区域の候補案を秋田市ＨＰで公表
規制区域案についてパブリックコメント等の実施

令和７年５月まで マニュアル等の公表
令和７年５月 規制区域の公示（規制の開始）

秋田市内で盛土等を行う場合は、秋田市への申請等が必要となります。

事前相談を含め申請の窓口については、「都市計画課」（市役所４Ｆ）です。

事前相談はいつでも承ります。
必要に応じて現地立会もいたしますので、
お気軽にご相談ください。


